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(57)【要約】
【課題】小型の加湿機能付き空気清浄装置を提供する。
【解決手段】本体ケースと、この本体ケース内に設けら
れた加湿部及び空気清浄フィルターとを含む加湿機能付
き空気清浄装置であって、前記本体ケースの一方側面側
に着脱開口が設けられ、前記加湿部は、前記着脱開口か
ら本体ケース内に装着可能であり、貯水容器と給水容器
と加湿フィルターとからなり、前記貯水容器の前記本体
ケースにおける一方側面側である開口側板には、第１の
吸気口である複数の開口が設けられており、前記貯水容
器内には、前記本体ケースにおける一方側面側から他方
側面側に向って前記空気清浄フィルターと前記加湿フィ
ルターと前記給水容器とが順次に設けられている。本発
明のメリットは、一体化の程度が高く、メンテナンス性
が向上する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気口を備えた本体ケースと、この本体ケース内に設けられた加湿部及び空気清浄フィ
ルターとを含む加湿機能付き空気清浄装置であって、
　前記本体ケースの一方側面側に着脱開口が設けられ、前記加湿部は、前記着脱開口から
本体ケース内に装着可能であり、上方が開口した箱形状の貯水可能な貯水容器と、この貯
水容器に水を供給する給水容器と、前記貯水容器に供給された水に下端が常時浸かる加湿
フィルターとからなり、 前記貯水容器の前記本体ケースにおける一方側面側である開口
側板には、第１の吸気口である複数の開口が設けられており、
　前記貯水容器内には、前記本体ケースにおける一方側面側から他方側面側に向って前記
空気清浄フィルターと前記加湿フィルターと前記給水容器とが順次に設けられており、
　前記空気清浄フィルターと前記加湿フィルターとの間に前記給水容器から供給された水
を塞き止め、空気清浄フィルターの乾燥を保つ仕切り板が設けられており、
　前記本体ケース内には、前記第１の吸気口から前記本体ケース内に吸気された空気を前
記空気清浄フィルターと前記加湿フィルターとを順次に通過させ排気口へ送風する送風部
が設けられたことを特徴とする加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項２】
　前記第１の吸気口と前記空気清浄フィルターと前記加湿フィルターとは、対向した構成
であることを特徴とする請求項１に記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項３】
　前記加湿部は水平方向に移動することにより、前記着脱開口に着脱可能であり、前記本
体ケースにおける開口側板に取っ手部が更に設けられたことを特徴とする請求項１または
２に記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項４】
　前記取っ手部は、前記本体ケースにおける開口側板が加湿部の内方へ窪んだ構成であり
、前記取っ手部の頂面から前記開口側板の上端までの距離は６～１２センチメートルであ
ることを特徴とする請求項３に記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項５】
　前記取っ手部には、第２の吸気口である複数の開口が設けられたことを特徴とする請求
項４に記載の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項６】
　前記送風部は、前記貯水容器の上方に設けられ、
　前記給水容器は、頂面に前記本体ケースにおける一方側面側から他方側面側に向って上
方へ傾斜する傾斜面を備えたことを特徴とする請求項１から５のいずれか１つに記載の加
湿機能付き空気清浄装置。
【請求項７】
　前記傾斜面には、内方へ窪んだ取っ手部が設けられたことを特徴とする請求項６に記載
の加湿機能付き空気清浄装置。
【請求項８】
　前記送風部によって、前記第１の吸気口から前記本体ケース内へ空気を吸気しており、
前記空気清浄フィルターを通過した空気の一部を前記送風部と連通させる連通路が設けら
れたことを特徴とする請求項１から７のいずれか１つに記載の加湿機能付き空気清浄装置
。
【請求項９】
　前記加湿フィルターの頂面は、前記空気清浄フィルターの頂面より低く、
　前記送風部は、送風部の下面から下方に伸びた位置決め部を有し、この位置決め部の下
端は、前記空気清浄フィルターの頂面より低く、前記加湿フィルターの頂面より高く、
　この位置決め部の下端は、前記空気清浄フィルターの前記本体ケースに対向した他方側
面側の上部と接触しており、前記送風部の下端と前記加湿フィルターの頂面との間に連通
路である空間が設けられたことを特徴とする請求項８に記載の加湿機能付き空気清浄装置
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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気清浄装置に関わり、特に加湿機能付き空気清浄装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、生活水準の向上に連れて、人々は生活の品質をますます重んじてくる。
これによって、人々は、特にオフィス族は、直接に身体健康にかかわる空気の質をもっと
重視している。オフィスは密封の空間で、空気汚染、乾燥、混濁などの室内空気環境によ
る病気も多くなるので、各種類の空気清浄機が現れている。
【０００３】
　空気清浄機は、本体ケース、本体ケースに設けられた吸気口と排気口を備え、吸気口と
排気口との間の本体ケースに、普通は空気清浄フィルターと、空気加湿装置と、ナノイー
発生装置とを備える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、現在市場に現れた上記のような空気清浄機は主に居室及びオフィス等に用いら
れ、その体積は割に大きい。もちろん、小型の空気清浄機もあるが、その機能は割りに単
一である。このため、体積が小さく、オフィス族向けのデスク用の小型加湿機能付き空気
清浄装置が期待されている。本発明は、上記従来技術に存在する課題を解決するために、
特に小型加湿機能付き空気清浄装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を実現するために、本発明は、排気口を備えた本体ケースと、この本体ケース
内に設けられた加湿部及び空気清浄フィルターとを含む加湿機能付き空気清浄装置であっ
て、前記本体ケースの一方側面側に着脱開口が設けられ、前記加湿部は、前記着脱開口か
ら本体ケース内に装着可能であり、上方が開口した箱形状の貯水可能な貯水容器と、この
貯水容器に水を供給する給水容器と、前記貯水容器に供給された水に下端が常時浸かる加
湿フィルターとからなり、 前記貯水容器の前記本体ケースにおける一方側面側である開
口側板には、第１の吸気口である複数の開口が設けられており、前記貯水容器内には、前
記本体ケースにおける一方側面側から他方側面側に向って前記空気清浄フィルターと前記
加湿フィルターと前記給水容器とが順次に設けられており、前記空気清浄フィルターと前
記加湿フィルターとの間に前記給水容器から供給された水を塞き止め、空気清浄フィルタ
ーの乾燥を保つ仕切り板が設けられており、前記本体ケース内には、前記第１の吸気口か
ら前記本体ケース内に吸気された空気を前記空気清浄フィルターと前記加湿フィルターと
を順次に通過させ排気口へ送風する送風部が設けられたことを特徴とする加湿機能付き空
気清浄装置を提供する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明のメリットは、一体化の程度が高く、メンテナンス性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態にかかる加湿機能付き空気清浄装置の全体の分解図
【図２】本発明の実施の形態の加湿機能付き空気清浄装置の加湿部の斜視断面図
【図３】本発明実施の形態の加湿機能付き空気清浄装置の断面図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の第１態様によれば、排気口を備えた本体ケースと、この本体ケース内に設けら
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れた加湿部及び空気清浄フィルターとを含む加湿機能付き空気清浄装置であって、前記本
体ケースの一方側面側に着脱開口が設けられ、前記加湿部は、前記着脱開口から本体ケー
ス内に装着可能であり、上方が開口した箱形状の貯水可能な貯水容器と、この貯水容器に
水を供給する給水容器と、前記貯水容器に供給された水に下端が常時浸かる加湿フィルタ
ーとからなり、 前記貯水容器の前記本体ケースにおける一方側面側である開口側板には
、第１の吸気口である複数の開口が設けられており、前記貯水容器内には、前記本体ケー
スにおける一方側面側から他方側面側に向って前記空気清浄フィルターと前記加湿フィル
ターと前記給水容器とが順次に設けられており、前記空気清浄フィルターと前記加湿フィ
ルターとの間に前記給水容器から供給された水を塞き止め、空気清浄フィルターの乾燥を
保つ仕切り板が設けられており、前記本体ケース内には、前記第１の吸気口から前記本体
ケース内に吸気された空気を前記空気清浄フィルターと前記加湿フィルターとを順次に通
過させ排気口へ送風する送風部が設けられたことを特徴とする加湿機能付き空気清浄装置
を提供する。
【０００９】
　本発明の第２態様によれば、前記第１の吸気口と前記空気清浄フィルターと前記加湿フ
ィルターとは、対向した構成であることを特徴とする第１態様に記載の加湿機能付き空気
清浄装置を提供する。
【００１０】
　本発明の第３態様によれば、前記加湿部は水平方向に移動することにより、前記着脱開
口に着脱可能であり、前記本体ケースにおける開口側板に取っ手部が更に設けられたこと
を特徴とする第１または第２態様に記載の加湿機能付き空気清浄装置を提供する。
【００１１】
　本発明の第４態様によれば、前記取っ手部は、前記本体ケースにおける開口側板が加湿
部の内方へ窪んだ構成であり、前記取っ手部の頂面から前記開口側板の上端までの距離は
６～１２センチメートルであることを特徴とする第３態様に記載の加湿機能付き空気清浄
装置を提供する。
【００１２】
　本発明の第５態様によれば、前記取っ手部には、第２の吸気口である複数の開口が設け
られたことを特徴とする第４態様に記載の加湿機能付き空気清浄装置を提供する。
【００１３】
　本発明の第６態様によれば、前記送風部は、前記貯水容器の上方に設けられ、前記給水
容器は、頂面に前記本体ケースにおける一方側面側から他方側面側に向って上方へ傾斜す
る傾斜面を備えたことを特徴とする第１から第５態様のいずれか１つに記載の加湿機能付
き空気清浄装置を提供する。
【００１４】
　本発明の第７態様によれば、前記傾斜面には、内方へ窪んだ取っ手部が設けられたこと
を特徴とする第６態様に記載の加湿機能付き空気清浄装置を提供する。
【００１５】
　本発明の第８態様によれば、前記送風部によって、前記第１の吸気口から前記本体ケー
ス内へ空気を吸気しており、前記空気清浄フィルターを通過した空気の一部を前記送風部
と連通させる連通路が設けられたことを特徴とする第１から第７態様のいずれか１つに記
載の加湿機能付き空気清浄装置を提供する。
【００１６】
　本発明の第９態様によれば、前記加湿フィルターの頂面は、前記空気清浄フィルターの
頂面より低く、前記送風部は、送風部の下面から下方に伸びた位置決め部を有し、この位
置決め部の下端は、前記空気清浄フィルターの頂面より低く、前記加湿フィルターの頂面
より高く、この位置決め部の下端は、前記空気清浄フィルターの前記本体ケースに対向し
た他方側面側の上部と接触しており、前記送風部の下端と前記加湿フィルターの頂面との
間に連通路である空間が設けられたことを特徴とする第８態様に記載の加湿機能付き空気
清浄装置を提供する。
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【００１７】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１８】
　図１は本発明の実施の形態にかかる加湿機能付き空気清浄装置１００全体の分解図であ
る。
【００１９】
　図１に示すように、加湿機能付き空気清浄装置１００は、排気口（図に示せず）を備え
た本体ケース１０を有しており、本体ケース１０は、一方側面側に開口である着脱開口１
１を備え、加湿部２０を着脱開口１１から本体ケース１０内に装着可能であり、空気清浄
フィルター３０は加湿部２０内に設けられている。
【００２０】
　図２は加湿機能付き空気清浄装置１００の加湿部の斜視断面図である。
【００２１】
　図２に示すように、貯水容器２１の本体ケース１０における一方側面側である開口側板
１２には、第１の吸気口１２２である複数の開口１２１が設けられている。
【００２２】
　加湿部２０は、水を貯水できる、上方が開口した箱形状の貯水容器２１と、この貯水容
器２１に水を供給できる給水容器２２と、貯水容器２１に供給された水に下端が常時浸か
る加湿フィルター２３とからなる。加湿部２０は、水平方向に移動することにより、着脱
開口１１に着脱可能である。
【００２３】
　なお、一方側面側と他方側面側とは対向した位置関係である。例えば、一方側面側が本
体ケース１０における前面側である場合は、他方側面側は、本体ケース１０における背面
側となる。また、一方側面側は、本体ケース１０における一側面側であればよい。つまり
、本体ケース１０における前面側、背面側、左側面側、右側面側のいずれかであってもよ
い。
【００２４】
　また、貯水容器２１を本体ケース１０に装着すると、開口側板１２は、本体ケース１０
の一部となる。
【００２５】
　貯水容器２１内には、本体ケース１０における一方側面側から他方側面側へ空気清浄フ
ィルター３０と加湿フィルター２３と給水容器２２とが順次に設けられている。
【００２６】
　空気清浄フィルター３０と加湿フィルター２３との間に給水容器２２から供給された水
を塞き止め、空気清浄フィルター３０の乾燥を保つ仕切り板２４が設けられている。
【００２７】
　貯水容器２１内には、空気清浄フィルター３０と加湿フィルター２３と給水容器２２と
が設けられているので、本体ケース１０から貯水容器２１を取り外すだけで、空気清浄フ
ィルター３０、加湿フィルター２３、給水容器２２、つまり、メンテナンスが必要な全て
の部品を取り出すことができるようになり、メンテナンス性が向上する。
【００２８】
　また、図２に示すように、第１の吸気口１２２と空気清浄フィルター３０と加湿フィル
ター２３とが対向した構成であるので、貯水容器２１の本体ケース１０における一方側面
側である開口側板１２に設けられた第１の吸気口１２２から吸込まれた空気は全部空気清
浄フィルター３０を通過でき、空気清浄の効率を向上させることができる。そして、空気
清浄フィルター３０により清浄された空気がさらに加湿フィルター２３により加湿される
。空気清浄フィルター３０により清浄された空気が全部均等に加湿フィルター２３に流れ
ることができ、加湿能力を向上させることができる。そして、第１の吸気口１２２と空気
清浄フィルター３０と加湿フィルター２３とが対向した構成であるので、加湿機能付き空
気清浄装置内にある部品をもっとコンパクトに配置でき、加湿機能付き空気清浄装置の小
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型化に有利である。
【００２９】
　貯水容器２１における開口側板１２に取っ手部１２３が設けられている。取っ手部１２
３は、本体ケース１０における開口側板１２が加湿部２０の内方へ窪んだ構成であり、取
っ手部１２３には、第２の吸気口１２４である複数の開口１２５が設けられている。取っ
手部１２３の頂面から開口側板１２の上端までの距離Ｈは片手で掴み易くするように人の
人差し指と親指とが届く距離であり、本実施の形態の例では６～１２センチメートルであ
る。
【００３０】
　本実施の形態において、貯水容器２１における開口側板１２の取っ手部１２３を引き出
すことにより、貯水容器２１も引き出される。貯水容器２１を引き出した場合に、貯水容
器２１内の仕切り板２４により、給水容器２２から供給された水は、仕切り板２４の給水
容器２２の側に溜まっているので、取っ手部１２３と反対側（給水容器２２側）に比べ、
貯水容器２１の取っ手部１２３側が軽くなり、この状態で、取っ手部１２３に指を掛け、
貯水容器２１を引き上げると、取っ手部１２３側が、取っ手部１２３と反対側より引き上
げ易くなる。これにより、メンテナンス時に、取っ手部１２３と反対側に溜まっている水
が、仕切り板２４を乗り越え、空気清浄フィルター３０に流れ込むのを抑制でき、空気清
浄フィルター３０の乾燥を保つことができる。即ち、メンテナンス性が向上するとともに
、水が仕切り板２４を乗り越え、空気清浄フィルター３０に流れ込むのを抑制できる。
【００３１】
　図３は加湿機能付き空気清浄装置１００の断面図である。
【００３２】
　図３に示すように、本体ケース１０内に、第１の吸気口１２２から本体ケース１０内へ
吸気された空気を空気清浄フィルター３０と加湿フィルター２３とを順次通過させ排気口
へ送風する送風部４０とが設けられている。送風部４０は、貯水容器２１の上方に設けら
れている。
【００３３】
　給水容器２２の頂面に、本体ケース１０における一方側面側から他方側面側に向って上
方へ傾斜する傾斜面２２０が設けられている。これによって、加湿された空気が、傾斜面
２２０によって上方へ流れ易くなる。
【００３４】
　傾斜面２２０には、内方へ窪んだ取っ手部２２１が設けられている。内方へ窪んだ取っ
手部２２１が傾斜面２２０に設けられるほうが、平面に設けられるより、給水容器の容量
低減を抑制できる。
【００３５】
　また、図３に示すように、加湿フィルター２３の頂面２３１は、空気清浄フィルター３
０の頂面３０１より低く、送風部４０は、送風部４０の下面から下方に伸びた位置決め部
４１を有し、この位置決め部４１の下端４１１は、空気清浄フィルター３０の頂面３０１
より低く、加湿フィルター２３の頂面２３１より高い。また、この位置決め部４１の下端
４１１は、空気清浄フィルター３０の本体ケース１０に対向した他方側面側の上部と接触
し、送風部４０の下端４１１と加湿フィルター２３の頂面２３１との間に連通路４００で
ある空間が設けられている。連通路４００とは、送風部４０によって、第１の吸気口１２
２と第２の吸気口１２４から本体ケース１０内へ吸気する場合、空気清浄フィルター３０
を通過した空気の一部を、加湿フィルター２３を通過させることなく送風部４０と連通さ
せる連通路である。加湿フィルター２３を通過しないので、通風抵抗が低減し、空気清浄
風量を増加させることができる。
【符号の説明】
【００３６】
１００・・・加湿機能付き空気清浄装置
１０・・・本体ケース
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１１・・・着脱開口
１２・・・開口側板
１２１・・・複数の開口
１２２・・・第１の吸気口
１２３・・・取っ手部
１２４・・・第２の吸気口
１２５・・・複数の開口
２０・・・加湿部
２１・・・貯水容器
２２・・・給水容器
２２０・・・傾斜面
２２１・・・取っ手部
２３・・・加湿フィルター
２３１・・・頂面
２４・・・仕切り板
３０・・・空気清浄フィルター
３０１・・・頂面
４０・・・送風部
４００・・・連通路
４１・・・位置決め部
４１１・・・下端

【図１】 【図２】
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